
札幌圏都市計画高度地区の変更（札幌市決定） 

都市計画高度地区を次のように変更する。 （札 幌 市） 

種 類 
面 積 

（ｈａ） 

建築物の高さの最高 

限度又は最低限度 
備  考 

北側斜線高度地区 

１８ｍ北側斜線高度地区 

２７ｍ北側斜線高度地区

３３ｍ北側斜線高度地区 

１８ｍ高度地区 

２４ｍ高度地区 

２７ｍ高度地区 

３３ｍ高度地区 

４５ｍ高度地区 

６０ｍ高度地区 

約 ８，６６１ 

約 ２５２ 

約 ２．１ 

約 ２４ 

約 ３，５５８ 

約 １２４ 

約 １，７４２ 

約 ７，１７３ 

約 １，７４５ 

約 ６０７ 

高度地区規定書による 

合計 約２３，８８８ 

「位置及び区域は計画図表示のとおり」 

理由 

用途地域を準住居地域から第二種住居地域へ変更する区域及び第一低層住居専用地域

から第二種住居地域へ変更する区域について、高度地区を変更する。 
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札幌圏都市計画高度地区 新旧対照表     （札 幌 市） 

種  類 
面積（ha） 

新 旧 増減 

北側斜線高度地区 

１８ｍ北側斜線高度地区 

２７ｍ北側斜線高度地区

３３ｍ北側斜線高度地区 

１８ｍ高度地区 

２４ｍ高度地区 

２７ｍ高度地区 

３３ｍ高度地区 

４５ｍ高度地区 

６０ｍ高度地区 

約 ８，６６１ 

約 ２５２ 

約 ２．１ 

約 ２４ 

約 ３，５５８ 

約 １２４ 

約 １，７４２ 

約 ７，１７３ 

約 １，７４５ 

約 ６０７ 

約 ８，６６１ 

約 ２５２ 

約 ２．１ 

約 ２４ 

約 ３，５５８ 

約 １２４ 

約 １，７４２ 

約 ７，１７３ 

約 １，７４５ 

約 ６０７ 

約△０ 

約△０ 

― 

― 

約 ０ 

― 

― 

― 

― 

― 

合計 約２３，８８８ 約２３，８８８ ０ 

2



3



4



5



凡　例

高度地区区分

１８ｍ高度地区

北側斜線高度地区

２７ｍ高度地区

１８ｍ北側斜線高度地区

地番界による境界線

道路等の中心による境界線

距離指定による境界線

道路等の中心の見通し
による境界線

１８ｍ高度地区１８ｍ高度地区

２７ｍ高度地区２７ｍ高度地区 高度地区計画図
（東月寒向ヶ丘第二地区）

Ｓ＝1/2,500
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凡　例

変更箇所

高度地区区分

１８ｍ高度地区

北側斜線高度地区

２７ｍ高度地区

１８ｍ北側斜線高度地区

１８ｍ高度地区１８ｍ高度地区

２７ｍ高度地区２７ｍ高度地区 高度地区新旧対照図
（東月寒向ヶ丘第二地区）

Ｓ＝1/2,500

１１

２２

0.0ha
（約142㎡）

0.0ha
（約58㎡）

変更面積
北側斜線高度地区

→ １８ｍ高度地区
２

１ １８ｍ北側斜線高度地区
→ １８ｍ高度地区

変更面積
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高度地区 変更箇所別概要表 

  （ 札 幌 市 ）

対

図

番

号 

変更箇所名 

変更内容 
変更面積 

（ha） 
変更理由 

現在 変更 

１ 

東月寒向ヶ丘 

第二地区 

18m北側斜線高度地区 18m高度地区 
約 0.0 

（約 142㎡） 

用途地域を準住居地域から第二種住居

地域へ変更する区域について、高度地区

を変更する。 

２ 北側斜線高度地区 18m高度地区 
約 0.0 

（約 58㎡） 

用途地域を第一種低層住居専用地域か

ら第二種住居地域へ変更する区域につい

て、高度地区を変更する。 
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